
労 健 公 告 第 １ 号      

令和３年２月１８日 

 

労働者健康安全機構健康保険組合  

理事長 代田 雅彦  

 

令和３年度任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について 

 

 健康保険法第４７条及び組合規約第４４条第２項の規定に基づき、任意継続

被保険者の標準報酬月額の上限額を下記のとおり決定しましたので、公告いた

します。 

 

記 

 

１ 標準報酬月額の上限 

  ４１０，０００円 

  ※ 令和２年度と同額となります。 

 

２ 適用期間 

  令和３年４月１日から令和４年３月３１日まで 

 

３ 保険料の月額の上限 

 （１）健康保険料 ３６，４９０円 

 （２）介護保険料  ７，３１０円 

 

４ （参考）任意継続被保険者の標準報酬月額について 

 任意継続被保険者の標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と当健康保険

組合の平均標準報酬月額（標準報酬月額の上限）のいずれか低い額が適用さ

れます。 

 


